
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント重要事項説明書
＜令和７年４月１日現在＞

	小川町社会福祉協議会地域包括支援センター
介護予防支援事業所の担当者
＜担当者名＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


１　介護予防支援事業所の概要
（１）事業所の名称、管理等
	事業所名
	小川町社会福祉協議会地域包括支援センター　　　　介護予防支援事業所

	所在地
	埼玉県比企郡小川町大字腰越６１８番地　

	電話及びＦＡＸ
	電話　　　０４９３－７４－３４６１
ＦＡＸ　　０４９３－７４－３４６２

	事業所番号　　
	１１０３２２００２４

	事業の実施地域
	小川町内全域


（２）営業日、営業時間
	営業日

	月曜日～金曜日ただし、祝日及び１２月２９日～
１月３日は除きます。

	営業時間
	午前８時３０分～午後５時１５分


　（３）事業所の職員体制（すべて常勤）
	職種
	勤務形態・人数
	職種
	勤務形態・人数

	管理者（看護師）
	常勤　１人
	社会福祉士
	常勤　４人

	主任介護支援専門員
	常勤　２人
	看護師
	常勤　１人


２　利用料金
（1） 利用料
　　　要支援者及び事業対象者として認定を受けた方は、介護保険制度等で全額給付されますので自己負担はありません。
保険料の滞納等により、保険給付金が事業所に支払われない場合、１か月につき介護保険法の定める基準により算定した費用をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日、小川町の介護保険担当窓口に提出しますと払い戻しを受けることができます。
（２）解約料
　　　利用者は、いつでも文書により契約を解約することができ、料金は一切かかりません。
３　サービスの利用方法
（1） サービスの利用開始
　　　　電話で申し込むことができます。担当者が説明にお伺いいたします。
契約を締結した後、サービスの提供を開始します。
（2） サービスの終了
　　　　介護予防支援・介護予防ケアマネジメント契約書に基づきます。
４　サービスの内容に関する相談・苦情
1 　当事業所の介護予防支援・介護予防ケアマネジメントや介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント計画に基づいて利用している介護予防サービス等についての苦情・相談がある場合は、ご連絡ください。
	小川町社会福祉協議会地域包括支援センター　介護予防支援事業所
担当者　所長　飯野　真樹
＜ 電　話 ＞　７４－３４６１　 ＜ FAX ＞　７４－３４６２　　　　　

受付時間 ： 月曜日～金曜日　　午前８時３０分～午後５時１５分
※　祝日及び１２月２９日～１月３日は除きます。


②　当事業所では、地域にお住まいの第三者委員を選任し、地域住民の立場から本事業所のサービスに対するご意見などをいただいています。利用者は本事業所への苦情やご意見は「第三者委員」に相談することもできます。
③　当事業所以外にも相談・苦情等を伝えることができます。　　
	小川町役場　長生き支援課　介護保険担当
＜ 電　話 ＞　７４－２３２３　  ＜ FAX ＞  ７４－２３４３

受付時間 ： 月曜日～金曜日　　午前８時３０分～午後５時１５分
※　祝日及び１２月２９日～１月３日は除きます。
埼玉県国民健康保険団体連合会　
　＜ 電　話 ＞　苦情相談専用　０４８－８２４－２５６８
　受付時間 ： 月曜日～金曜日　  午前８時３０分～正午
　　　　　　　　　　　　　　　　午後１時００分～午後５時００分

·  年末年始・祝日は除きます。

　　住　　所　〒３３８－０００２

　　　　　　　さいたま市中央区大字下落合１７０４「国保会館」


令和　　年　　月　　日

介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

　　　　　　　事業者

所在地　埼玉県比企郡小川町大字腰越６１８番地

　　　　　　　名　称　社会福祉法人小川町社会福祉協議会

　　　代表者氏名　　　会長　　　島　田　康　弘　　　印　　

説明者　所　　属　社会福祉法人小川町社会福祉協議会

　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞

私は、本書面に基づいて事業者から介護予防支援・介護予防ケアマネジメントについての重要事項の説明を受けました。

住　　所

利用者

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞

住　　所

代理人

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞


